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資 料



• 第５期における公募テーマの内容について（案）
・ 令和７年３⽉頃公募開始予定の第５期共同研究では、新たに法⼈税と消費税の両⽅を⽤いた分析
が可能になる（※）。
・ 第４期で公募した所得税、法⼈税、相続税及び消費税の研究テーマも、引き続き、第５期共同研究
のテーマとする。
※ 分析例として、法⼈税申告の⻘⽩区分の適⽤有無における消費税申告実態の⽐較などが考えられる。

第５期公募について

• 採択予定件数（案）
・ 研究テーマ１〜５の全ての中で合計２件程度を採択予定とする。

• 第５期における具体的な公募テーマ（案）
・ 研究テーマ１
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」第⼀表及び第三表を⽤いた定量的な分析

・ 研究テーマ２
「法⼈税申告書 別表⼀（⼀）」（白色申告及び⻘色申告）を⽤いた定量的な分析

・ 研究テーマ３
「相続税の申告書」第１表及び第15表を⽤いた定量的な分析

・ 研究テーマ４
「消費税の申告書」第１表及び第２表を⽤いた定量的な分析

・ 研究テーマ5
「法⼈税申告書 別表⼀（⼀）」（白色申告及び⻘色申告）及び「消費税の申告書」第１表及び
第２表の両⽅を⽤いた定量的な分析（※）
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〇 第３回有識者会議（令和４年６⽉21日）において、第３期以降の共同研究については、日本の
研究機関におけるスケジュール（※）も踏まえ、３月に公募を開始し、８月から共同研究を開始するこ
とになったところ。 ※４〜７⽉の前学期、９〜翌１⽉の後学期、２〜３⽉の⼊学試験や新学期準備の校務

〇 上記を踏まえ、第５期については、令和７年３月の公募開始、令和７年８月に研究開始とする。

第５期公募について

（スケジュール）

・ 令和７年３〜４⽉頃 第５期共同研究の公募
・ 令和７年６⽉頃 採択に関する有識者会議
・ 令和７年７⽉頃 国税庁として採択研究を最終決定
・ 令和７年８⽉下旬 第５期共同研究開始
・ 令和８年８⽉頃 中間報告
・ 令和９年８⽉頃 最終成果物公表
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